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審査員補のＣＰＤ実績登録の流れ 

詳細は「ＣＰＤの手引(ＡＥＦ１１１０)」を参照 

【 注意 】証明資料( 修了証・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ等の写し )は郵送不要。詳細を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 活動項目（件名）：環境の知識及び技能に関する活動であったことがわかるように入力 
例）書籍「書籍名(著者名・出版社名)」の読解         →能力開発方法 ：個人学習 

「CEAR登録 CPD ｺｰｽ（ISO14001:2015 ～ｺｰｽ）」の受講・参加  →能力開発方法 ：受動的な活動 

「研修(環境法）」の講義を行うための準備時間    →能力開発方法 ：主体的な活動 

「ISO14001第一者監査(被監査組織名)維持審査」監査ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ  →能力開発方法 ：監査活動 

「ISO14001第一者監査(被監査組織名)維持審査」被監査・受審者側  →能力開発方法 ：被監査側の参加  

② 活動期間：実際に活動を行った日付を入力 

※受動的な活動で活動期間が連続しない場合は、日付ごとに別々に登録。 

③ ＣＰＤ時間：環境の知識及び技能に関する時間のみ入力 

※環境の知識及び技能のみ計上。休憩の時間は除く。品質や労働安全等は計上不可。 

※監査活動は、環境の現地監査参加時間が合計 6時間以上であることが必須。 

④ 開発方法：下向き▽から該当の能力開発方法を選択 

※受動的な活動（研修会への参加）、主体的な活動(講義を行うための準備、執筆) 

及び監査活動（監査チームメンバーとして）の場合、目的及び習得内容は記入不要。 

記入不要のため、「活動項目（件名）」で環境に関わる活動であったことを必ず明記。 

⑤ 目的：環境の知識及び技能に関する何を習得するための活動であるかを入力 

⑥ 習得内容：環境に関するどのようなことが申請者にとって以後の環境審査員活動に 

役立つ内容であったかを具体的に 500～1000文字程度にまとめて入力。 

⑦ 問合せ先主催者又は氏名：主催企業・団体名・被監査組織名等 及び 氏名を入力 

※申請者本人は不可。活動したことを証明できる責任者又は担当者の氏名を入力。 

⑧ 問合せ先電話番号：責任者又は担当者の電話番号を入力 

⑨   登録   を押す 

【 重要 】登録ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ・再認証申請手続は別途必要です。詳細は「手続の流れ」を参照。  
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審査員補の手続の流れ 

【 注意 】ＣＰＤ実績の登録後、手続が必要です！ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※身分証の有効期限３か月前にお送りする「申請のお知らせ（はがき）」宛名面に記載の 

 年間登録料を振込の後、手続を行ってください。 

 

①  １．登録サーベイランス手続、審査員補登録再認証手続 を押す。 

②  申請手続きへ進む を押す。 

※申請総ＣＰＤ時間が要件を満たさない場合は、手続へ進めません。ＣＰＤ登録後 

「必要ＣＰＤ時間を満たさない」と表示される場合は、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞＦ５(再試行)を押す。 

③ 「○上記項目に誓約する」にマークし、 次へ進む を押す。 ※再認証手続のみ表示 

④  苦情を受けていません を押す。 ※苦情を受けた場合は郵送で申請 

⑤ 料金納入証明欄に、振込した日付・申請者が振込時に利用した銀行・振込者名・振込金額

を入力。領収書を希望する場合、領収宛先名（領収書に記載する宛名、申請者名等）を入力。 

⑥ 申請者のメールアドレス、住所、勤務先等を確認。異なる場合は、変更又は削除。 

⑦ 画面一番下にある  確認  を押す。 

⑧ 確認画面の内容に誤りがないか確認後、画面一番下にある  送信  を押す。 

⑨ 登録メールアドレスに送信されるメール【申請受付】の受信を確認。 

  

 

 

  

 

申請手続完了後に送信されるメール【申請受付】を必ずご確認ください。 

メールが受信できない場合、申請手続が完了していない可能性があります。ご注意ください。 

申請手続完了後にＣＰＤ実績を登録（追加）した場合は、ＣＥＡＲにご連絡ください。 
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